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第３号議案 西新井公園周辺地区関連 

３－２  東京都市計画特別用途地区の変更（足立区決定） 

 

  上記の議案を提出する。 

 

   令和７年１１月 ５日 

 

                   提 出 者  足 立 区 長  近 藤  弥 生 

 

 

東京都市計画特別用途地区の内容を、別添計画図書のとおり変更する。 

 

（提案理由） 

 東京都市計画特別用途地区の内容を変更するにあたり、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第１９条第１項の規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、提案する。 

  



  ４６ 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画特別用途地区（特別工業地区） 

（西新井公園周辺地区地区計画関連） 

 

２ 理 由 

本地区は、足立区中央部に位置し、東武伊勢崎線西新井駅及び梅島駅に近接する交通利便性の高い地区である。一方で、地区

内において、都市計画公園西新井公園（以下「西新井公園」という。）と都市計画道路補助第２５５号線（以下「補助第２５５号

線」という。）が重複して計画され、いずれも未整備のまま市街化が進行したことにより、地震発生時の建物倒壊や火災による延

焼の危険性が高く、防災面の課題を抱えている。 

足立区都市計画マスタープラン（平成２９年１０月改定）では、補助第２５５号線を延焼遮断帯とし、道路沿道は複合系地域、

後背地は住工共存系地域に位置付けられている。また、第３次足立区緑の基本計画（令和２年１２月改定）では、西新井公園は

都市計画決定区域を見直し、隣接する学校や補助第２５５号線と連携させ、高い防災機能を持つ公園として早期に整備すること

を検討するとしている。 

こうしたことから、補助第２５５号線の事業化及び都市計画公園区域の見直しにあわせて、土地の高度利用と建築物の不燃化

により延焼遮断帯の形成を図るとともに、計画的に建替え等を誘導することで多様な機能を導入するため、西新井公園周辺地区

地区計画を決定することとなった。 

このような背景を踏まえ、土地利用上の観点から検討した結果、約１．９ヘクタールの区域について、特別用途地区を変更す

る。 
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